
第 2回名立区地域協議会 次第 

 

日時：令和 6年 5月 27日（月） 午後 5時から 
                      場所：名立区総合事務所 2階 第 2会議室 

 

 

1 開 会 

 

 

 

2 協議事項 

  (1)会長・副会長の選任について              …資料 No.1 

 

 

 

  (2)名立区地域協議会の運営に関する決定事項        …資料 No.1 

 

 

 

  (3)今年度の活動予定について               …資料 No.2 

 

 

 

3 その他事項 

 ・地域協議会委員証の交付について 

 ・地域協議会委員の名刺の作成希望の報告について 

 ・「第 48号名立区地域協議会だより」の原稿について 

 

4 次回会議について 

  令和６年  月  日    時  分から 

 

 

 

7 閉 会 



名立区地域協議会の運営について 

 

審議事項 
（※は根拠例規） 

これまでの状況 審議結果 

①会長、副会長の選任 
※上越市地域自治区の設置に関する条例（以

下、「条例」という。）第 6条 

委員協議による互選 

会 長  原田 秀樹 

副会長  二宮 香里 

②会議の招集請求に必要な委員数 
※条例第 8条第 1項第 2号 

取り決めなし 
1名以上（会長が内容を判断

して決定） 

③会議録の確認者 
※上越市審議会等の会議の公開に関する条例
施行規則第 5条第 2項 

会長を除く 2名 

名簿順で確認を依頼 

会長を除く 2名 

名簿順で確認を依頼 

④議長（会長）はあらかじめ投票権
を持つか否か 
※条例第 8条第 3項 

取り決めなし 投票権なし 

⑤委員が会議の議題を提出する場
合の方法 
※条例第 8条第 4項 

取り決めなし 取り決めなし 

⑥地域協議会だよりの編集方法 
※条例第 8条第 4項 

正副会長及び委員 4名 

計 6名 

正副会長および 

池垣美津子、石井浩順、岡

﨑祥子、中野祐、吉沢磯一 

計 7名 

年 2～3回 年 2～3回 

協議会終了後、編集委員が

集まり、紙面内容等の協議

を行う 

協議会終了後、編集委員が

集まり、紙面内容等の協議

を行う 

⑦会議の座席順 
※条例第 8条第 4項 

名簿順に左右に分かれて配

置（正副会長は上座） 

名簿順に左右に分かれて配

置（正副会長は上座） 

資料№.1 



審議事項 
（※は根拠例規） 

これまでの状況 審議結果 

⑧会議の開催日時 
※条例第 8条第 4項 

主に平日 主に平日 

主に 18：30～ 主に 18：30～ 

⑨会議の会場 
※条例第 8条第 4項 

主に名立区総合事務所第 2

会議室 

主に名立区総合事務所第 2

会議室 

⑩書面による審議 
※条例第 8条第 4項 
 
※コロナ禍等により会議を行えない場合を想
定 

取り決めなし 取り決めなし 

取り決めなし 取り決めなし 

取り決めなし 取り決めなし 

⑪その他 
※条例第 8条第 4項 

・名立の子どもを守り育む

会評価委員 4名 

・名立区公共交通懇話会委

員 1名 

（育む会） 

高宮末男、新田鮎、畑芳雄、 

細谷祥大 

（公共交通懇話会） 

矢沢智大 

 



第６期名立区地域協議会 令和 6年度スケジュール（案） 

 

 

■月別スケジュール 

時期 全体の流れ 
諮 問 
答 申 
報 告 

自主的審議事項 
（ろばた館の利活

用） 

自主的審議事項 
（新規） 

協議会だよ
りの発行 

5月 
任命書交付 

今後の活動スケジュールを協議 

○任命式を欠席された方に任命書を手交する 

○自己紹介代わりに、委員に手を挙げた理由を説明しなが

ら、日頃考えている自分の問題意識を説明する。 

○今後の活動スケジュール案（たたき台）を事務局から説明

し、協議を行い決定する（今後の活動の進捗によって変更

は可能） 

本 庁 各 課

からの要請

で 随 時 実

施 

進捗に伴って、事務局か

ら随時、情報を提供し協

議 

○進捗の確認 

○今後の動きについて

（市の方針確認、予算

措置状況等） 

○そばまつりについて 

  

6/15 
(土) 

≪研修会≫ 

まちづくり未来ネット・名立主催の 

「まちづくりフォーラム」に参加 

テーマ：持続可能な名立であるために 

講 師：創造行政研究所：藤山 浩 所長 

人口減少時代の地域づくりや子育て環境の整備を展望した

内容が予定されており、多くの委員の志望理由と合致する内

容であることから、地域協議会委員のスキルアップに必要な

研修会と位置付ける。 

  

6月 

≪学習≫ 

①地域自治区や自治基本条例などの

当市の住民自治関連の制度につい

て 

②名立区の現状把握（人口動態、懸

案事項、団体活動状況など） 

①事務局が説明を行い、前回の研修会の内容も踏まえて、質

疑応答、意見交換を行う（１時間） 

②各班長から説明し、質疑応答、意見交換を行う（１時間） 

  

7月 
≪学習≫ 

保育園、小中学校、名立の子どもを守

り育む会との意見交換会 

○人口減少社会を展望し、地域の保育・教育環境の現状を

把握するため、保育園長・各校長から、保育園での保育活

動や小中学校での教育活動の説明を受け、意見交換する。 

○学校運営協議会を担う名立の子どもを守り育む会の役員

も招聘し、補足・助言を受けるとともに、地域での子育ての

在り方などについて意見交換する。 

 〇 

8月 
≪学習≫ 

未来ネット・名立や４地区振興協議会

と意見交換 

各団体の活動目的や内容の説明を受けて、住民による区内

の地域づくり活動の現状を把握し、質疑応答と意見交換を行

う。 

  

 

資料№.2 



 

■地域政策課が予定している研修等（開催時期は未定） 

＜ファシリテーション能力研修＞ 

・会議やミーティングを円滑に進めるための技法についての研修 

・ 正副会長対象 

＜話し合いのスキルアップ研修＞ 

・会議の際に活発に話し合いが行われるための研修 

・全委員対象 

時期 全体の流れ 
諮 問 
答 申 
報 告 

自主的審議事項 
（ろばた館の利活

用） 

自主的審議事項 
（新規） 

協議会だよ
りの発行 

9月 ≪①自主的審議案件・活動の検討≫ 

≪②地域独自の予算事業・提出事業

の紹介≫ 

①各委員の問題意識やこれまでの学習会の内容から、自主

的審議案件や活動、研修の内容を検討・決定する。 

②内容の確認、必要に応じて詳細確認 

本庁各課か

らの要請で

随時実施 

進捗に伴って、事務局

から随時、情報を提供

し協議 

○進捗の確認 

○今後の動きについて

（市の方針確認、予

算措置状況等） 

○そばまつりについて 

  

10月   

11月 ≪先進地視察≫ ○自主的審議案件に沿った先進地視察  〇 

12月   

自主的審議事項の

審議 

 

１月    

２月 

≪R7地域独自の予算事業の内容確

認≫ 
○確定した事業内容の確認 

 

3月 〇 


